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新 旧 対 照 表 

新（改正案） 旧（現行） 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 

 

第１条～第１６条 （略） 

 

附 則  

（略） 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行し、令和７年度の補助金から適用

する。 

 

 

別表１ 

（１）医療関連事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

が ん 患

者、糖尿

病患者等

に係る医

科歯科連

携研修会

支援事業 

（略） （略） 500千円 （略） 

魅力的な

臨床研修

（略） 臨床研修病院の相互乗

り入れの推進や研修内

(1)について 

2,100円/人・

(1)につ

いて 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 

 

第１条～第１６条 （略） 

 

附 則  

（略） 

      

                                    

   

 

 

別表１ 

（１）医療関連事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

が ん 患

者、糖尿

病患者等

に係る医

科歯科連

携研修会

支援事業 

（略） （略） 500 千円 （略） 

魅力的な

臨床研修

（略） 臨床研修病院の相互乗

り入れの推進や研修内

(1)について 

2,100円/人・

(1)につ

いて 
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新（改正案） 旧（現行） 

プログラ

ム作成事

業 

容のさらなる充実化を

図るために必要な次の

経費 

 

(1)臨床研修病院間の

相互乗り入れによる研

修を推進するため、研

修医が地域研修又は県

内の協力病院（      

    基幹型臨床研

修病院及び大学病院で

ある場合に限る。）で研

修するための宿舎確保

に必要な家賃、礼金、契

約手数料、宿泊料等 

(2)臨床研修に必要な

設備を整備するための

備品購入費等 

(3)臨床研修医及び指

導医が使用する医療情

報検索システムの購入

費等 

(4)臨床研修プログラ

ムの作成に要する経費

（人件費、旅費、委託料

等） 

日 

ただし、研修

医1人につき

120日分を上

限とする。 

 

(2)について 

5,000千円 

 

(3)について 

100 千円 /臨

床研修医1名 

 

(4)について 

2,000千円 

10/10以

内 

 

(2)につ

いて 

2/3以内 

 

(3)につ

いて 

10/10以

内 

 

(4)につ

いて 

10/10以

内 

プログラ

ム作成事

業 

容のさらなる充実化を

図るために必要な次の

経費 

 

(1)臨床研修病院間の

相互乗り入れによる研

修を推進するため、研

修医が      県

内の協力病院（当該協

力病院も基幹型臨床研

修病院及び大学病院で

ある場合に限る。）で研

修するための宿舎確保

に必要な家賃、礼金、契

約手数料、宿泊料等 

(2)臨床研修に必要な

設備を整備するための

備品購入費等 

           

           

           

   

           

           

           

   

日 

ただし、研修

医1人につき

120日分を上

限とする。 

 

(2)について 

5,000千円 

 

       

       

      

 

       

      

    

10/10以

内 

 

(2)につ

いて 

2/3以内 
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（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

医業承継

診療所施

設設備整

備支援事

業 

（略） 医業承継バンクにより

マッチングされ、「初期

救急医療」または「在宅

医療」の確保に寄与し、

新規開業する診療所の

施設・設備整備に係る

費用を補助する。医業

承継の日（建物売買契

約の日など）から1年以

内に着手されるものを

対象とする。 

 

１ 施設の改装にかか

る費用等 

２ 医療機器の購入に

かかる費用等 

３ その他医業の承継

にかかる費用 

※詳細については別に

定める。 

 

なお、補助決定後５年

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

医業承継

診療所施

設設備整

備支援事

業 

（略） 医業承継バンクにより

マッチングされ、「初期

救急医療」及び 「在宅

医療」の確保に寄与し、

新規開業する診療所の

施設・設備整備に係る

費用を補助する。医業

承継の日（建物売買契

約の日など）から1年以

内に実施されるものを

対象とする。 

 

１ 施設の改装にかか

る費用等 

２ 医療機器の購入に

かかる費用等 

３ その他医業の承継

にかかる費用 

※詳細については別に

定める。 

 

なお、補助決定後５年

（略） （略） 
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新（改正案） 旧（現行） 

を経過する前に当該診

療所が閉院となった場

合は、補助金の返還を

求める場合がある。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

寄附講座

設置支援

事業 

(1)単独の

市 町 村 又

は、複数の

市町村等で

構成される

一部事務組

合等 

 

 

(1)地域医療の研究と

地域の医療機関の支援

を目的に県外の大学に

寄附講座を設置し、県

内の公的又は中核的医

療機関に対し、常勤又

は非常勤医師を派遣す

るために必要な寄附金

等 

(1) 上 限

30,000千円 

 

(2) 上 限

10,000千円 

(1)10/ 

10以内 

 

(2)2/3

以内 

を経過する前に当該診

療所が閉院となった場

合は、補助金の返還を

求める場合がある。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

潜在看護

師等緊急

時確保事

業 

病院 非常時における応援看

護師等の確保を目的と

して実施する退職看護

師等に対する交流会、

研修会等の開催に係る

経費(報償費、旅費、需

用費、使用料及び賃借

料、役務費等) 

200千円／病

院 

10/10以

内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

寄附講座

設置支援

事業 

  単独の

市 町 村 又

は、複数の

市町村等で

構成される

一部事務組

合等 

 

 

  地域医療の研究と

地域の医療機関の支援

を目的に県外の大学に

寄附講座を設置し、県

内の公的又は中核的医

療機関に対し、常勤又

は非常勤医師を派遣す

るために必要な寄附金

等 

 上 限

30,000千円 

 

       

     

   10/ 

10以内 
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新（改正案） 旧（現行） 

(2) 医療機

関 

(2)県内の専攻医の確

保等を目的に県外の大

学に寄附講座を設置

し、県外から専攻医指

導の常勤医師を招へい

するために必要な寄附

金等（人件費を除く） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

リハビリ

テーショ

ン機器活

用人材育

成事業 

（略） リハビリテーション従

事者の資質向上を図る

ため、リハビリテーシ

ョン機器に対する理解

を深めるための研修会

等に必要な次の経費（ 

研修会等に必要な賃

金、報償費、旅費、需用

費、役務費、委託料、使

用料及び賃借料等） 

 

(1)500千円 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

      

  

           

           

           

           

           

           

           

（略） （略） （略） （略） （略） 

リハビリ

テーショ

ン機器活

用人材育

成事業 

（略） リハビリテーション従

事者の資質向上を図る

ため、リハビリテーシ

ョン機器に対する理解

を深めるための研修会

等に必要な次の経費。 

 

(1)研修会等に必要な

賃金、報償費、旅費、需

用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料等 

(1)500千円 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

理学療法

士等医療

従事者確

保推進事

業 

（略） 理学療法士等の職種に

関する     理解促進

のためのイベント開催

等に必要な報償費、旅

費、需用費、役務費、委

託料、使用料及び賃借

料等 

（略） （略） 

専門研修

プログラ

ム策定支

援事業 

医療機関 専門研修プログラムの

策定に必要な経費（人

件費、旅費、委託料等） 

2,000千円 10/10以

内 

 

（２）介護施設等の整備に関する事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

介護施設

等におけ

る新型コ

ロナウイ

ルス感染

（略） （略） （略） 1/3以内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

理学療法

士等医療

従事者確

保推進事

業 

（略） 理学療法士等   に

関する職種の理解促進

のためのイベント開催

等に必要な報償費、旅

費、需用費、役務費、委

託料、使用料及び賃借

料等 

（略） （略） 

専門研修

プログラ

ム策定支

援事業 

医療機関 専門研修プログラムの

策定に必要な経費（人

件費、旅費、委託料等） 

2,000千円 10/10以

内 

 

（２）介護施設等の整備に関する事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

介護施設

等におけ

る新型コ

ロナウイ

ルス感染

（略） （略） （略） 2/3以内 
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拡大防止

対策支援

事業 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（３）介護人材確保対策事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域にお

ける介護

のしごと

魅力発信

事業 

 

 

市町村、医

療・介護団

体、及び「地

域における

医療及び介

護の総合的

な確保の促

進に関する

法律」第二

条第３項、

第４項に定

める施設等

を運営する

法人                            

（略） （市町村） 

3,000千円以

内で別に知

事が定める

額 

（市町村以

外） 

625千円以内

で別に知事

が定める額 

 

（ 市 町

村） 

10/10 以

内 

（市町村

以外） 

4/5以内 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

介護未経

験者に対

（略） (1)(主催事業）介護職

員初任者研修の主催者

(1)60千円／

人以内 

（略） 

拡大防止

対策支援

事業 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（３）介護人材確保対策事業 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域にお

ける介護

のしごと

魅力発信

事業 

市町村、医

療・介護団

体、及び「地

域における

医療及び介

護の総合的

な確保の促

進に関する

法律」第二

条第３項、

第４項に定

める施設等

を運営する

法人 

（略） （市町村） 

3,000千円以

内で別に知

事が定める

額 

（市町村以

外） 

625千円以内

で別に知事

が定める額 

 

（ 市 町

村） 

10/10以

内 

（ 市 町

村以外） 

4/5以内 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

介護未経

験者に対

（略） (1)(主催事業）介護職

員初任者研修の主催者

(1)60千円／

人以内 

（略） 
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する研修

等支援事

業 

が定める受講料（事業

者が研修機関に直接支

払った受講料又は従業

員が負担した受講料に

対して、当該従業員に

支払った支給金） 

(2)（主催事業）介護福

祉士資格取得に係る実

務者研修 の主催者が 

定める受講料  （事

業者が研修機関に直接

支払った受講料又は従

業員が負担した受講料

に対して、当該従業員

に支払った支給金） 

(3)（派遣事業）       

    介護職員初任

者研修への派遣に必要

な需用費、負担金（研

修受講に直接係るも

の）            

          

              

           

              

        

(2)150 千 円

／人以内 

(3)60 千 円

／人以内 

で別に知事

が定める額 

(4)150千円/

人以内 

(5)60 千 円 /

人以内 

で別に知事

が定める額 

する研修

等支援事

業 

が定める受講料（事業

者が研修機関に直接支

払った受講料又は従業

員が負担した受講料に

対して、当該従業員に

支払った支給金） 

(2)（派遣事業）介護福

祉士資格取得に係る実

務者研修への派遣に必

要な需用費、負担金（事

業者が研修機関に直接

支払った受講料又は従

業員が負担した受講料

に対して、当該従業員

に支払った支給金） 

(3)外国人介護職員が

受講する介護職員初任

者研修参加    に必要

な需用費、負担金、委託

料（事業者が研修機関

に直接支払った受講料

や委託料） 

ただし(1)から(3)まで

についてはそれぞれ、

修了証明書等を交付さ

れた場合に限る。 

(2)150千円

／人以内 

(3)100千円

／人以内 

で別に知事が

定める額 

(4)60 千円/

人以内 

(5)70 千 円 /

人以内 

で別に知事が

定める額 
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(4)（派遣事業）介護福

祉士資格取得に係る実

務者研修への派遣に必

要な需用費、負担金（研

修受講に直接係るも

の）  

ただし(1)から(4)まで

についてはそれぞれ、

修了証明書等を交付さ

れた場合に限る。 

(5)（派遣事業）介護福

祉士国家試験受験のた

めの学習及び研修受講            

      に必要な需

用費、負担金（研修受講

に直接係るもの） 

ただし、      (5)に

ついては、介護福祉士

国家試験の受験を要件

とし、交付に当たって

は合否の報告を求め

る。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

多様な人 （略） （略） 625千円／研 （略） 

(4)（派遣事業）介護福

祉士国家試験受験のた

めの学習        に必

要な需用費、負担金（研

修受講に直接係るも

の） 

            

            

            

         

(5)（派遣事業）介護福

祉士国家試験実技免除

のための介護技術講習

受講のために必要な需

用費、負担金（研修受講

に直接係るもの） 

ただし、(4)及び(5)に

ついては、介護福祉士

国家試験の受験を要件

とし、交付に当たって

は合否の報告を求め

る。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

多様な人 （略） （略） 625千円   （略） 
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材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業① 

修以内で別

に知事が定

める額 

ただし、1法

人につき申

請できる研

修は3つまで

とする。 

多様な人

材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業② 

（略） (1)中堅職員に対する

チームケアのリーダー

として必要となるマネ

ジメント能力等の向上

に係る研修や、医療的

ケア・認知症ケアなど

に係る専門的な技術や

多職種協働のため必要

となる知識等を修得す

るための研修、各施設･

事業所における、介護

職員のキャリアアップ

に係る助言・支援（人事

考課や賃金制度を含め

た職員面談等）を行う

職員を育成するための

研修及び小規模事業者

の共同による人材育成

(1)30千円／

人以内      

(2)150 千 円

／人以内 

で別に知事

が定める額 

(1)4/5以

内 

(2)10/10

以内 

材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業① 

 以内で別

に知事が定

める額 

       

            

            

            

    

多様な人

材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業② 

（略）   中堅職員に対する

チームケアのリーダー

として必要となるマネ

ジメント能力等の向上

に係る研修や、医療的

ケア・認知症ケアなど

に係る専門的な技術や

多職種協働のため必要

となる知識等を修得す

るための研修、各施設･

事業所における、介護

職員のキャリアアップ

に係る助言・支援（人事

考課や賃金制度を含め

た職員面談等）を行う

職員を育成するための

研修及び小規模事業者

の共同による人材育成

 30千円／

人以内      

         

     

で別に知事

が定める額 

 

 4/5以

内 

     

   



 11 / 25 
 

新（改正案） 旧（現行） 

環境整備を行うための

研修 

(2)認定介護福祉士養

成研修の受講に必要な

旅費、需用費、負担金

（研修受講に直接係る

もの） 

多様な人

材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業③ 

（略） (1)喀痰吸引等研修（３

号研修を除く）、ファー

ストステップ研修        

           

(2)          

           

      介護福祉

士実習指導者講習会  

           

     

           

           

           

           

   の受講に必要な

旅費、需用費、負担金

(研修受講に直接係る

もの） 

ただし、修了証明書等

(1)150 千 円

／人以内 

(2)60千円／

人以内 

         

   

で別に知事

が定める額 

（略） 

環境整備を行うための

研修 

            

   の受講に必要な

旅費、需用費、負担金 

           

    

多様な人

材層に対

する介護

人材キャ

リアアッ

プ研修支

援事業③ 

（略） (1)喀痰吸引等研修   

      、ファー

ストステップ研修、認

定介護福祉士養成研修 

(2)介護支援専門員専

門研修、主任介護支援

専門員研修、介護福祉

士実習指導者講習会、

認知症介護実践者リー

ダー研修 

(3)地域密着型サービ

ス外部評価調査員養成

研修、認知症介護基礎

研修、認知症介護実践

者研修の受講に必要な

旅費、需用費、負担金

(研修受講に直接係る

もの） 

ただし、修了証明書等

(1)150 千 円

／人以内 

(2)60千円／

人以内 

(3)30千円／

人以内 

で別に知事

が定める額 

（略） 
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を交付された場合に限

る。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

介護支援

専門員資

質向上事

業 

「地域にお

ける医療及

び介護の総

合的な確保

の促進に関

する法律」

第二条第３

項、第４項

に定める施

設等を運営

する法人 

介護支援専門員の法定

研修（介護支援専門員

実務研修、介護支援専

門員専門研修、介護支

援専門員再研修、介護

支援専門員更新研修、

主任介護支援専門員研

修、主任介護支援専門

員更新研修）の受講に

必要な旅費、需用費、負

担金（研修受講に直接

係るもの） 

ただし、修了証明書等

を交付された場合に限

る。 

60千円／人

以内で別に

知事が定め

る額 

10/10 以

内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

認知症ケ

アに携わ

る人材の

育成のた

めの研修

事業 

（略） (1)介護サービス事業

所の管理者等に対し

て、認知症ケアに必要

な知識や技術などを習

得させ、認知症高齢者

に対する介護サービス

の質の向上を図るため

(1)625 千 円

以内 

(2)30千円／

人以内 

で別に知事

が定める額 

 

（略） 

を交付された場合に限

る。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

           

        

     

  

           

        

           

           

           

           

           

           

           

        

     

 

           

             

           

           

           

           

           

           

           

             

           

      

           

           

   

           

        

        

   

           

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

認知症ケ

アに携わ

る人材の

育成のた

めの研修

事業 

（略）   介護サービス事業

所の管理者等に対し

て、認知症ケアに必要

な知識や技術などを習

得させ、認知症高齢者

に対する介護サービス

の質の向上を図るため         

  625千円

以内 

         

     

で別に知事

が定める額 

（略） 
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の研修の実施に必要な

報償費、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料

及び賃借料 

(2)(1)の研修の受講に

必要な旅費、需用費、負

担金（研修受講に直接

係るもの） 

地域包括

ケアシス

テ ム 構

築・推進

に資する

人 材 育

成・資質

向上事業 

（略） (1)地域包括ケアシス

テムの構成要素である

生活支援の担い手やサ

ービスの開発等を行う

人材（生活支援コーデ

ィネーター）育成等の

ほかそれを全体で調整

する地域包括支援セン

ター職員及び医療・介

護連携を推進するため

の人材（医師、歯科医

師、薬剤師、保健師、看

護師、ＰＴ、ＯＴ、Ｓ

Ｔ、管理栄養士等）の資

質向上に資する研修の

実施に必要な報償費、

旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃

(1)625 千 円

以内 

(2)30千円／

人以内 

で別に知事

が定める額 

（略） 

の研修の実施に必要な

報償費、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料

及び賃借料 

           

           

           

      

地域包括

ケアシス

テ ム 構

築・推進

に資する

人 材 育

成・資質

向上事業 

（略）   地域包括ケアシス

テムの構成要素である

生活支援の担い手やサ

ービスの開発等を行う

人材（生活支援コーデ

ィネーター）育成等の

ほかそれを全体で調整

する地域包括支援セン

ター職員及び医療・介

護連携を推進するため

の人材（医師、歯科医

師、薬剤師、保健師、看

護師、ＰＴ、ＯＴ、Ｓ 

Ｔ、管理栄養士等）の資

質向上を支援するため  

  に必要な報償費、

旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃

  625千円

以内 

         

    

で別に知事

が定める額 

（略） 
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借料 

(2)(1)の研修の受講に

必要な旅費、需用費、負

担金（研修受講に直接

係るもの） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

若手介護

職員交流

推進事業 

市町村 若手介護職員（経験年

数概ね３年未満）が一

堂に会し、介護施設・事

業所を超えた職員同士

のネットワークを構築

するとともに、介護職

の魅力を再確認するな

ど、若手介護職員の離

職を防止するための取

組の実施に必要な報償

費、旅費、需用費、役務

費、委託料、使用料及び

賃借料 

2,000千円以

内で別に知

事が定める

額 

10/10 以

内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

借料 

(2)(1)の研修の受講に

必要な旅費、需用費、

負担金（研修受講に直

接係るも） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

           

        

     

 

               

             

           

           

           

           

           

           

           

             

           

           

     

2,000千円以

内で別に知

事が定める

額 

           

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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離島・中

山間地域

等におけ

る介護人

材確保支

援事業 

市町村 人口減少や高齢化が 

急速に進んでいる離島

や中山間地域等におけ

る介護人材の確保のた

め、 

(1)地域外からの就職

の促進（赴任旅費、引越

等に係る費用の助成）、

地域外での採用活動の

支援や先進自治体等か

らのアドバイザーの招

へい 

(2)介護従事者の資質

向上の推進 

(3)高齢者の移動を支

援する担い手の確保の

取組の実施に必要な報

償費、旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料及

び賃借料 

3,000千円以

内で別に知

事が定める

額 

10/10 以

内 

 

別表２ 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助率 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

 

 

           

        

         

          

       

                

             

           

           

   

           

           

           

           

             

           

   

           

      

           

                       

           

           

           

     

           

        

        

  

           

  

 

別表２ 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助率 

歯科衛生士、歯

科技工士の復

職・再就業支援

県歯科医師会 再就職を希望する歯科衛生士

及び歯科技工士に対する研修

及び実習に必要な賃金、報償

10/10以内 
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（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（削除） （削除） （削除） 

 

 

 

（削除） 

地域医療支援

教員強化事業 

公立大学法人

福島県立医科

大学 

医師不足地域への支援を目的

として増員する地域医療支援

教員等の配置に必要な人件費 

10/10以内 

 

 

様式 

第１号様式（第３条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

                       住  所 

法人名等 

代表者職氏名         

                            

事業 費、旅費、需用費、役務費、使

用料及び賃借料等 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

ICTを活用した

地域医療ネッ

トワークの基

盤整備事業 

一般社団法人

福島県医療福

祉情報ネット

ワーク協議会 

補助事業者が運営する医療福

祉情報ネットワークシステム

の機能強化に必要な需用費、

委託料、備品購入費等 

3/4以内 

地域医療支援

教員強化事業 

公立大学法人

福島県立医科

大学 

医師不足地域への支援を目的

として増員する地域医療支援

教員等の配置に必要な人件費 

10/10以内 

 

 

様式 

第１号様式（第３条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

                       住  所 

法人名等 

代表者  名         

                       担当者名 
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福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 補助金交付申請額 

  金            円 

 

３ 添付書類 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) その他 

 

４ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連 絡 先 

 

第２号様式（略） 

第３号様式（略） 

第４号様式（第６条関係） 

                       電話番号 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 補助金交付申請額 

  金            円 

 

３ 添付書類 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) その他 

 

             

        

        

        

 

第２号様式（略） 

第３号様式（略） 

第４号様式（第６条関係） 
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番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者職氏名          

                           

                           

   

福島県地域医療介護総合確保基金事業変更（中止・廃止）承認申請書 

下記により福島県地域医療介護総合確保基金事業の事業計画を変更（中

止・廃止）したいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第６条第１

項第１号（第２号）の規定により、承認してくださるよう申請します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金の交付決定年月日及び番号 

 

３ 事業の変更（中止・廃止）の理由 

 

４ 事業の変更（中止・廃止）の内容 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者  名          

                      担当者名 

                      電話番号 

   

福島県地域医療介護総合確保基金事業変更（中止・廃止）承認申請書 

下記により福島県地域医療介護総合確保基金事業の事業計画を変更（中

止・廃止）したいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第６条第１

項第１号（第２号）の規定により、承認してくださるよう申請します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金の交付決定年月日及び番号 

 

３ 事業の変更（中止・廃止）の理由 

 

４ 事業の変更（中止・廃止）の内容 
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５ 添付書類（変更の場合のみ） 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

 

 

第５号様式（第８条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者職氏名         

                             

                             

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払請求書 

    年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定の

あった福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金について、下記のとお

り概算払いにより交付してくださるよう請求します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 概算払請求金額 

５ 添付書類（変更の場合のみ） 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

 

 

第５号様式（第８条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者  名         

                        担当者名 

                        電話番号 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払請求書 

    年  月  日付け福島県指令  第    号で交付決定の

あった福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金について、下記のとお

り概算払いにより交付してくださるよう請求します。 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 概算払請求金額 
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  金          円 

 

３ 添付書類 

 

 

第６号様式（第９条関係） 

 

                        番     号 

                        年  月  日 

 

 福島県知事 

 

住  所 

法人名等 

代表者職氏名            

                           

                           

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業完了報告書 

 福島県地域医療介護総合確保基金事業について、下記のとおり完了

したので報告します。 

記 

（略） 

 

 

第７号様式（第１０条関係） 

  金          円 

 

３ 添付書類 

 

 

第６号様式（第９条関係） 

 

                        番     号 

                        年  月  日 

 

 福島県知事 

 

住  所 

法人名等 

代表者  名            

                      担当者名 

                      電話番号 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業完了報告書 

 福島県地域医療介護総合確保基金事業について、下記のとおり完了

したので報告します。 

記 

（略） 

 

 

第７号様式（第１０条関係） 
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番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者職氏名          

                           

                           

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業実績報告書 

下記のとおり福島県地域医療介護総合確保基金事業を実施したので、福島

県補助金等の交付等に関する規則第１３条第１項及び福島県地域医療介護

総合確保基金事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、その実績を

報告します。 

記 

 

１ 補助金の交付決定年月日 

 

２ 補助金交付決定額 

  金            円 

 

３ 添付書類 

(1) 事業実績書（第８号様式） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者  名          

                      担当者名 

                      電話番号 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業実績報告書 

下記のとおり福島県地域医療介護総合確保基金事業を実施したので、福島

県補助金等の交付等に関する規則第１３条第１項及び福島県地域医療介護

総合確保基金事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、その実績を

報告します。 

記 

 

１ 補助金の交付決定年月日 

 

２ 補助金交付決定額 

  金            円 

 

３ 添付書類 

(1) 事業実績書（第８号様式） 
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(2) 収支精算書（第９号様式） 

(3) その他 

 

第８号様式（略） 

第９号様式（略） 

第１０号様式（第１１条関係） 

                                                            

番     号 

 年  月  日 

 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者職氏名          

                           

                           

 

福島県地域医療介護総合確保基金事 

業仕入れに係る消費税相当額報告書 

     年  月  日付け福島県指令  第   号で交付決定

のあったこの事業について、福島県地域医療介護総合確保基金事業補

助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、下記により報告します。 

記 

１ 補助金返還相当額等 

補助金の額の確定額             円 

(2) 収支精算書（第９号様式） 

(3) その他 

 

第８号様式（略） 

第９号様式（略） 

第１０号様式（第１１条関係） 

                                                            

番     号 

 年  月  日 

 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者  名          

                      担当者名 

                      電話番号 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事 

業仕入れに係る消費税相当額報告書 

     年  月  日付け福島県指令  第   号で交付決定

のあったこの事業について、福島県地域医療介護総合確保基金事業補

助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、下記により報告します。 

記 

           

補助金の額の確定額             円 
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 補助金の確定時に減額した 

 仕入れに係る消費税相当額（Ａ）             円 

 消費税の申告により確定した 

 仕入れに係る消費税相当額（Ｂ）             円 

 補助金返還相当額（Ｂ）－（Ａ）             円 

 （注）参考となる資料を添付すること。 

 

２ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連 絡 先 

 

 

第１１号様式（第１２条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者職氏名          

                           

                           

 補助金の確定時に減額した 

 仕入れに係る消費税相当額（Ａ）             円 

 消費税の申告により確定した 

 仕入れに係る消費税相当額（Ｂ）             円 

 補助金返還相当額（Ｂ）－（Ａ）             円 

 （注）参考となる資料を添付すること。 

 

             

        

        

        

 

 

第１１号様式（第１２条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

 

住  所 

法人名等 

代表者  名          

                      担当者名 

                      電話番号 
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福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付請求書 

 福島県から交付決定のあった  年度福島県地域医療介護総合確保

基金事業補助金について、下記により交付してくださるよう請求しま

す。 

記 

（略） 

 

 

第１２号様式（第１３条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者職氏名            

                           

                           

    

取得財産処分承認申請書 

     年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金により取

得した財産を下記により処分したいので、福島県補助金等の交付等に

関する規則第１８条第１項の規定により、承認してくださるよう申請

します。 

 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付請求書 

 福島県から交付決定のあった  年度福島県地域医療介護総合確保

基金事業補助金について、下記により交付してくださるよう請求しま

す。 

記 

（略） 

 

 

第１２号様式（第１３条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 福島県知事  

住  所 

法人名等 

代表者  名            

                      担当者名 

                      電話番号 

    

取得財産処分承認申請書 

     年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金により取

得した財産を下記により処分したいので、福島県補助金等の交付等に

関する規則第１８条第１項の規定により、承認してくださるよう申請

します。 



 25 / 25 
 

新（改正案） 旧（現行） 

記 

１ 品目 

 

２ 取得価格及び時価 

 

３ 取得年月日 

 

４ 処分の方法 

 

５ 処分の理由 

 

６ 処分予定価格 

 

７ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連 絡 先 

 

（注）別に指示する資料を添付のこと。 

 
 

記 

１ 品目 

 

２ 取得価格及び時価 

 

３ 取得年月日 

 

４ 処分の方法 

 

５ 処分の理由 

 

６ 処分予定価格 

 

７ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連 絡 先 

 

（注）別に指示する資料を添付のこと。 

 
 

 


